様式第20号（第26条関係）
（移住者向け）
	借上げ型住宅駐車場使用許可書

	年　　月　　日

	
	氏名
	
	様
	

	富岡町長　　　　　　　　　㊞　　

	　下記のとおり駐車場の使用を許可します。

	記

	住宅名
	

	許可期間
	　　　　　年　　月　　日から　　　　　年　　月　　日　　まで

	許可条件
	１　許可書に記載されている許可期間が満了した場合及び借上げ型住宅を退去した場合並びに使用許可を取り消された場合には、直ちに自動車を撤去し駐車場を明け渡さなければならない。使用者は、駐車場を明け渡さない場合に、町長が管理上支障のない場所に当該自動車を移動しても異議を申し述べない。
２　使用者は駐車場を使用するにあたり、次に掲げる行為をしてはならない。
　(1)　駐車場を自動車の駐車以外の目的に使用すること。
　(2)　許可された駐車場区画の使用の権利を他の者に譲渡し、転貸し、又は担保に供すること。
　(3)　駐車場に工作を加えること
　(4)　駐車場に危険物その他自動車の駐車に支障となる物品を持ちこむこと。
３　使用者又は使用者の自動車を運転する者若しくは同乗者が、故意又は過失によって住宅の施設、駐車場施設に損害を与えたときは、直ちに町長に届け出て、これを原形に復すること。
４　町長は駐車場内において盗難、自動車事故等によって生じた損害、天変地異によって生じた損害及びその他駐車場の使用停止又は使用許可の取消によって生じた損害について、一切その責めを負わない。
５　使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長から駐車場の使用許可を取り消し、駐車場の明渡しを請求される。
　(1)　不正の行為により駐車場の使用許可を受けたとき。
　(2)　駐車場又はこれに附帯する設備を故意にき損したとき。
[bookmark: _GoBack]　(3)　富岡町移住者向け借上げ型住宅貸付事業実施要綱その他の駐車場の使用に関する規定に定める使用者の資格を失ったとき。
　(4)　前各号に該当するもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。



